
平
成
三
十
年
六
月
六
日
提
出

質
問
第
三
五
七
号

福
島
県
の
「
県
民
健
康
調
査
」
委
託
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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福
島
県
の
「
県
民
健
康
調
査
」
委
託
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
年
一
月
二
十
二
日
に
提
出
し
た
「
東
京
電
力
原
子
力
事
故
後
に
行
わ
れ
て
い
る
甲
状
腺
検
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
へ

の
政
府
答
弁
（
以
後
、
答
弁
）
に
よ
れ
ば
、
福
島
県
民
健
康
管
理
基
金
に
は
、
政
府
か
ら
九
百
六
十
一
億
六
千
四
百
四
十
万
千

円
が
交
付
、
東
京
電
力
株
式
会
社
（
当
時
）
か
ら
二
百
五
十
億
円
が
拠
出
さ
れ
、
こ
の
基
金
か
ら
県
民
健
康
調
査
事
業
へ
の
支

出
額
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
二
十
八
年
度
ま
で
で
計
約
百
九
十
一
億
円
に
上
る
。

そ
の
県
民
健
康
調
査
事
業
の
一
つ
で
あ
る
甲
状
腺
検
査
は
、
事
故
当
時
十
八
歳
以
下
の
福
島
県
民
を
対
象
に
、
福
島
県
が
福

島
県
立
医
科
大
学
に
委
託
し
て
行
っ
て
い
る
が
、
答
弁
に
よ
れ
ば
、
国
は
委
託
費
を
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
二
次
検
査
で

「
経
過
観
察
」
と
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
現
状
は
、
甲
状
腺
検
査
四
巡
目
の
現
在
な
お
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
る
。

答
弁
は
、
放
射
線
が
人
の
健
康
に
及
ぼ
す
危
険
に
つ
い
て
未
解
明
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
長
期
に
わ
た
る
悉
皆
調
査
を

可
能
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
問
い
に
は
、
「
福
島
県
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
県
民
健
康
調
査
が
実
施

さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
委
員
会
の
議
論
を
注
視
し
て
ま
い
り
た
い
」
と
の
政
府
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
委
託
に
よ
っ
て
得
た
甲
状
腺
検
査
の
結
果
は
、
福
島
県
が
主
催
す
る
「
県
民
健
康
調
査
」
検
討
委
員
会
（
以
下
、

検
討
委
員
会
）
に
対
し
て
、
小
出
し
に
し
か
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。

一



一
部
の
情
報
し
か
提
供
さ
れ
な
い
「
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
」
も
、
政
府
が
支
出
す
る
交
付
金
が
有
効
か
つ
適
正
に
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
。
政
府
は
責
任
を
持
っ
て
、
甲
状
腺
検
査
の
結
果
を
適
正
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
政
府
と
し
て
主
体
的
に
情
報
を
把
握
し
、
政
府
の
見
解
や
答
え
を
示
さ
れ
た
い
。

一

二
次
検
査
の
「
診
察
」
欄
に
記
載
さ
れ
、
検
討
委
員
会
で
は
公
表
さ
れ
な
い
情
報
に
つ
い
て
。

検
討
委
員
会
で
の
公
表
情
報
は
、
診
察
で
得
ら
れ
て
い
る
情
報
よ
り
も
限
定
的
で
あ
る
。
二
次
検
査
で
医
師
が
実
際
に
検

査
結
果
を
記
入
す
る
用
紙
「
県
民
健
康
調
査

甲
状
腺
検
査
（
二
次
検
査
）
受
付
票
」
を
見
る
と
、
「
初
診
」
に
続
い
て

「
診
察
�
」
か
ら
「
診
察
�
」
ま
で
の
記
入
欄
が
あ
る
。

�

検
討
委
員
会
で
公
表
さ
れ
て
き
た
「
細
胞
診
受
診
者
数
」
は
、
「
初
診
」
で
細
胞
診
を
受
診
し
、
そ
の
数
が
検
討
委
員

会
で
公
表
さ
れ
て
い
る
数
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

「
診
察
�
」
か
ら
「
診
察
�
」
ま
で
は
、
検
討
委
員
会
で
「
診
察
（
予
定
）
」
ま
た
は
「
経
過
観
察
」
と
説
明
さ
れ
て

き
た
数
に
入
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

二

二
次
検
査
の
「
診
断
」
欄
に
記
載
さ
れ
、
検
討
委
員
会
で
は
公
表
さ
れ
な
い
情
報
に
つ
い
て
。

検
討
委
員
会
で
は
現
在
、
二
次
検
査
の
診
断
結
果
と
し
て
、
①
結
節
や
の
う
胞
を
認
め
な
か
っ
た
場
合
の
「
Ａ
�
相

二



当
」
、
②
五
・
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
結
節
や
二
十
・
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
の
う
胞
を
認
め
た
場
合
の
「
Ａ
�
相

当
」
、
③
五
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
結
節
や
二
十
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
の
う
胞
を
認
め
た
場
合
の
「
Ａ
�
、
Ａ

�
相
当
以
外
」
に
三
分
類
し
て
人
数
を
報
告
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
県
民
健
康
調
査

甲
状
腺
検
査
（
二
次
検
査
）
受
付
票
」
を
見
る
と
、
「
二
次
検
査
診
断
」
の
欄
に
は
、
検

討
委
員
会
で
公
表
さ
れ
て
い
る
三
分
類
よ
り
詳
し
く
、
「
診
断
名
」
も
含
め
て
医
師
が
記
入
す
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
甲

状
腺
検
査
の
一
巡
目
か
ら
三
巡
目
そ
れ
ぞ
れ
の
、
以
下
�
〜
�
に
つ
い
て
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

「
二
次
検
査
診
断
」
の
欄
で
、
「
診
断
名
」
の
欄
が
記
入
さ
れ
て
い
る
数
。

�

�
の
う
ち
「
結
節
性
病
変
」
「
甲
状
腺
が
ん
疑
い
」
な
ど
と
診
断
さ
れ
た
人
数
。

�

「
次
回
の
一
次
検
査
」
に
チ
ェ
ッ
ク
が
入
っ
た
人
数
。

�

「
保
険
診
療
」
（
甲
状
腺
結
節
お
よ
び
の
う
胞
に
関
す
る
も
の
）
に
チ
ェ
ッ
ク
が
入
っ
た
人
数
。

�

「
そ
の
他
の
保
険
診
療
」
に
チ
ェ
ッ
ク
が
入
っ
た
人
数
。

三

二
次
検
査
で
「
経
過
観
察
」
が
ど
れ
ほ
ど
の
期
間
に
及
ん
で
い
る
か
が
検
討
委
員
会
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
点
に
つ
い

三



て
。

�

二
次
検
査
の
「
初
診
」
か
ら
「
最
終
診
断
日
」
ま
で
、
一
巡
目
か
ら
三
巡
目
ま
で
で
、
最
も
診
察
回
数
が
多
か
っ
た

ケ
ー
ス
の
一
次
検
査
の
受
診
年
度
と
、
二
次
検
査
診
察
の
回
数
と
そ
の
期
間
に
つ
い
て
、
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
示

さ
れ
た
い
。

�

二
次
検
査
の
「
初
診
」
か
ら
「
最
終
診
断
日
」
ま
で
が
最
も
長
期
化
し
た
ケ
ー
ス
の
期
間
に
つ
い
て
政
府
の
承
知
す
る

と
こ
ろ
を
示
さ
れ
た
い
。

�

�
や
�
の
情
報
は
、
本
来
、
県
が
公
表
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

四

環
境
省
の
梅
田
珠
実
環
境
保
健
部
長
は
、
二
〇
一
七
年
六
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
十
七
回
検
討
委
員
会
で
、
「
保
険

診
療
の
方
に
行
っ
て
し
ま
う
と
、
何
か
あ
た
か
も
別
ル
ー
ト
の
よ
う
で
、
が
ん
を
発
症
し
て
も
全
く
把
握
さ
れ
な
い
と
い
う

よ
う
な
、
何
か
漏
れ
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
行
っ
て
し
ま
う
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
誤

解
が
世
の
中
に
あ
る
」
と
発
言
さ
れ
て
い
る
。
誤
解
を
解
く
に
は
、
二
次
検
査
の
超
音
波
検
査
で
「
結
節
性
病
変
」
や
「
甲

状
腺
が
ん
疑
い
」
な
ど
と
診
断
さ
れ
た
場
合
は
、
「
診
察
（
予
定
）
」
ま
た
は
「
経
過
観
察
」
に
し
な
い
扱
い
が
必
要
で
は

な
い
か
。

四



五

二
次
検
査
に
お
け
る
血
液
試
料
の
扱
い
に
つ
い
て
。

�

県
民
健
康
調
査
甲
状
腺
検
査
の
二
次
検
査
で
収
集
し
、
冷
凍
保
存
さ
れ
て
い
る
血
液
試
料
が
あ
る
こ
と
を
政
府
は
承
知

し
て
い
る
か
。
二
〇
一
八
年
三
月
三
十
一
日
現
在
で
そ
の
血
液
試
料
は
何
人
分
何
本
と
な
っ
て
い
る
か
、
政
府
の
承
知
す

る
と
こ
ろ
を
示
さ
れ
た
い
。

�

厚
生
労
働
省
は
「
人
を
対
象
と
す
る
医
学
系
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」
を
定
め
、
試
料
を
収
集
・
保
存
す
る
場
合
、

研
究
計
画
書
に
「
試
料
・
情
報
の
収
集
・
分
譲
の
目
的
及
び
意
義
」
を
記
載
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
同
検

査
の
計
画
書
に
目
的
の
記
載
が
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
患
者
へ
の
同
意
書
に
も
具
体
的
な
使
途
を
示
さ
ず

に
大
量
の
血
液
を
収
集
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
は
、
指
針
が
遵
守
さ
れ
な
い
場
合
は
補
助
金
の
返
還
な
ど
の
厳
し
い
措

置
も
講
ず
る
場
合
が
あ
る
。
県
民
健
康
調
査
甲
状
腺
検
査
の
二
次
検
査
に
お
い
て
も
、
指
針
を
遵
守
し
、
試
料
収
集
お
よ

び
保
存
の
目
的
と
意
義
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
指
導
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

六

甲
状
腺
検
査
予
算
の
使
途
に
不
明
な
点
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
。

�

福
島
県
議
会
の
質
疑
等
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
度
以
降
、
福
島
県
立
医
科
大
学
は
、
甲
状
腺
検
査
の
予
算
で
、
三
億

円
に
上
る
生
体
保
存
シ
ス
テ
ム
や
卓
上
遠
心
機
な
ど
、
総
額
十
億
円
を
上
回
る
機
器
を
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

五



な
っ
て
い
る
。
環
境
省
は
総
額
十
億
円
を
超
え
る
機
器
の
種
類
と
そ
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
甲
状
腺
検
査
の

予
算
の
使
途
と
し
て
適
正
な
の
か
ど
う
か
、
理
由
と
共
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

県
民
健
康
調
査
の
検
査
費
用
は
受
診
者
数
の
低
下
や
検
査
の
縮
小
に
伴
い
、
年
々
減
額
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、

人
件
費
は
、
二
〇
一
六
年
度
九
億
円
、
二
〇
一
七
年
度
十
億
円
、
二
〇
一
八
年
度
十
一
億
円
と
毎
年
一
億
円
ず
つ
増
え
て

い
る
。
ど
の
よ
う
な
検
査
や
専
門
家
が
増
え
て
い
る
の
か
、
検
査
の
種
類
や
職
種
に
つ
い
て
、
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ

を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

�

報
道
で
は
、
県
民
健
康
調
査
の
委
託
費
に
は
、
福
島
県
立
医
科
大
学
の
副
学
長
や
元
理
事
ら
一
人
あ
た
り
千
四
百
三
十

七
万
七
千
七
百
円
の
年
収
の
三
人
分
も
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
事
実
な
の
か
。
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

れ
は
適
正
な
使
途
と
政
府
は
考
え
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

検
査
に
は
関
与
せ
ず
、
一
般
の
保
険
診
療
に
携
わ
る
病
院
の
臨
床
医
や
検
討
委
員
会
に
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な

ゲ
ノ
ム
研
究
に
関
与
し
て
い
る
研
究
者
な
ど
の
給
与
も
県
民
健
康
調
査
の
委
託
費
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
事
実
な
の
か
。
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
県
民
調
査
の
委
託
費
か
ら
支
払
う
医
師
給
与
に
つ
い
て
、
誰
が
、
ど
の
よ

う
な
権
限
で
、
決
定
し
て
い
る
か
、
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
適
正
な
使
途
で
あ

六



る
と
政
府
は
考
え
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

県
民
健
康
調
査
甲
状
腺
検
査
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
つ
い
て
。

福
島
県
は
「
県
民
健
康
調
査
甲
状
腺
検
査
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
（
以
下
、
サ
ポ
ー
ト
事
業
）
を
二
〇
一
五
年
か
ら
行
っ
て
い

る
。
同
県
は
、
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
、
県
民
健
康
調
査
甲
状
腺
検
査
が
「
将
来
に
わ
た
り
県
民
の
健
康
を
見
守
っ
て
い
く
た
め

に
実
施
し
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
二
次
検
査
ま
で
が
県
民
健
康
調
査
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

そ
れ
以
降
の
診
療
情
報
の
収
集
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
」
と
し
、
そ
の
状
況
を
解
消
す
る
た
め
に
、
「
検
査
に
よ
り
甲
状
腺

が
ん
が
疑
わ
れ
、
そ
の
後
、
保
険
診
療
の
対
象
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
の
診
療
情
報
を
収
集
し
県
民
健
康
調
査
デ
ー
タ
へ
集
約
、

そ
の
後
の
分
析
等
に
活
用
す
る
と
共
に
、
診
療
に
よ
り
生
じ
た
経
済
的
な
負
担
を
解
消
す
る
た
め
」
実
施
す
る
と
説
明
し
て

い
る
。

�

サ
ポ
ー
ト
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
県
は
「
収
集
し
た
情
報
を
集
計
・
分
析
し
、
公
表
す
る
」
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
集
計
・
分
析
を
公
表
し
た
の
か
、
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

サ
ポ
ー
ト
事
業
の
当
初
の
実
施
要
綱
に
は
、
診
療
情
報
の
活
用
（
第
五
条
）
に
「
収
集
し
た
情
報
は
県
民
健
康
調
査
検

討
委
員
会
等
で
公
表
す
る
と
と
も
に
、
将
来
の
甲
状
腺
が
ん
の
増
加
の
有
無
に
関
す
る
科
学
的
知
見
を
得
る
た
め
の
デ
ー

七



タ
と
し
て
保
存
お
よ
び
管
理
す
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
「
収
集
し
た
情
報
は
県
民
健
康
調
査
検
討
委
員
会
等
で
公

表
す
る
と
と
も
に
」
は
削
除
さ
れ
た
。
そ
れ
は
事
実
か
。
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
何
故
か
、
政
府
の
承
知
す
る

と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

サ
ポ
ー
ト
事
業
に
よ
る
協
力
金
の
支
給
対
象
は
、
福
島
県
の
甲
状
腺
検
査
を
受
け
、
指
定
医
療
機
関
で
二
次
検
査
を
受

け
た
人
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
中
に
は
、
一
次
検
査
で
が
ん
を
見
落
と
さ
れ
た
患
者
や
、
受
験
な
ど
で
指

定
さ
れ
た
医
療
機
関
を
受
診
で
き
な
か
っ
た
患
者
な
ど
が
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
と
聞
く
。
そ
れ
は
事
実
か
。
事
実
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
申
請
を
希
望
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
支
給
対
象
外
と
判
断
さ
れ
た
患
者
は
何
人

い
る
の
か
、
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

サ
ポ
ー
ト
事
業
の
当
初
の
実
施
要
綱
（
案
）
に
は
、
協
力
金
支
給
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
「
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
記
載
さ
れ
、
弾
力
的
な
運
用
を
規
定
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
削
除
さ
れ
た
と
聞
く
が
、
本
来

は
、
患
者
の
事
情
を
優
先
し
て
、
弾
力
的
な
運
用
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

サ
ポ
ー
ト
事
業
の
対
象
と
な
る
指
定
医
療
機
関
に
は
、
伊
藤
病
院
を
始
め
、
甲
状
腺
悪
性
腫
瘍
の
治
療
実
績
の
高
い
病
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院
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
新
潟
県
や
山
形
県
、
千
葉
県
な
ど
、
福
島
県
か
ら
の
避
難
者
や
学
生
の
多
い
県
に
指
定

医
療
機
関
が
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
患
者
の
事
情
に
配
慮
し
て
指
定
医
療
機
関
の
範
囲
を
広
げ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
政
府

の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
な
ぜ
、
福
島
県
は
広
げ
よ
う
と
し
な
い
の
か
、
政
府
の
知
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

九


